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まつきしょうざえもん
寛永寺創建・1625＝      若狭国遠敷郡新道村で，庄屋の子に生まれる。

_若狭では以前から米と大豆の差別なく，ともに1俵4斗入りで上納してきたが，領主が京極氏になると，1俵_若狭では以前から米と大豆の差別なく，ともに1俵4斗入りで上納してきたが，領主が京極氏になると，1俵_若狭では以前から米と大豆の差別なく，ともに1俵4斗入りで上納してきたが，領主が京極氏になると，1俵_若狭では以前から米と大豆の差別なく，ともに1俵4斗入りで上納してきたが，領主が京極氏になると，1俵_若狭では以前から米と大豆の差別なく，ともに1俵4斗入りで上納してきたが，領主が京極氏になると，1俵_若狭では以前から米と大豆の差別なく，ともに1俵4斗入りで上納してきたが，領主が京極氏になると，1俵
4斗5升入りに増額されていたため，4斗5升入りに増額されていたため，4斗5升入りに増額されていたため，4斗5升入りに増額されていたため，4斗5升入りに増額されていたため，4斗5升入りに増額されていたため，

徳川秀忠没・徳川秀忠没・徳川秀忠没・徳川秀忠没・徳川秀忠没・徳川秀忠没・1632＝ 7歳：

鎖国令Ⅱ・・1634＝ 9歳：＝ 9歳：＝ 9歳：＝ 9歳：＝ 9歳：＝ 9歳：_京極氏国替えで，酒井忠勝が小浜藩主となった機会に，百姓らが年貢引下げを願い出るも一蹴され，_京極氏国替えで，酒井忠勝が小浜藩主となった機会に，百姓らが年貢引下げを願い出るも一蹴され，_京極氏国替えで，酒井忠勝が小浜藩主となった機会に，百姓らが年貢引下げを願い出るも一蹴され，_京極氏国替えで，酒井忠勝が小浜藩主となった機会に，百姓らが年貢引下げを願い出るも一蹴され，_京極氏国替えで，酒井忠勝が小浜藩主となった機会に，百姓らが年貢引下げを願い出るも一蹴され，_京極氏国替えで，酒井忠勝が小浜藩主となった機会に，百姓らが年貢引下げを願い出るも一蹴され，

東照宮完成・東照宮完成・東照宮完成・東照宮完成・東照宮完成・東照宮完成・1636＝11歳：この年には，立派な天守閣が完成したが，

以後も，築城工事や城下町整備が続けられたため，_百姓の不満は頂点に達し，_百姓の不満は頂点に達し，_百姓の不満は頂点に達し，_百姓の不満は頂点に達し，_百姓の不満は頂点に達し，_百姓の不満は頂点に達し，

寛永飢饉始・1640＝15歳：*252か村の庄屋総代が会同，わずか15で，20余名の代表の筆頭に選ばれ，郡代役所に嘆願。*252か村の庄屋総代が会同，わずか15で，20余名の代表の筆頭に選ばれ，郡代役所に嘆願。*252か村の庄屋総代が会同，わずか15で，20余名の代表の筆頭に選ばれ，郡代役所に嘆願。*252か村の庄屋総代が会同，わずか15で，20余名の代表の筆頭に選ばれ，郡代役所に嘆願。*252か村の庄屋総代が会同，わずか15で，20余名の代表の筆頭に選ばれ，郡代役所に嘆願。*252か村の庄屋総代が会同，わずか15で，20余名の代表の筆頭に選ばれ，郡代役所に嘆願。
家光鎖国完成家光鎖国完成家光鎖国完成家光鎖国完成家光鎖国完成家光鎖国完成1641＝16歳：

寛永飢饉終・1643＝18歳：＝18歳：＝18歳：＝18歳：＝18歳：＝18歳：

_以後，9年間に願い出ること数十回に及んだが聞入れられず，_以後，9年間に願い出ること数十回に及んだが聞入れられず，_以後，9年間に願い出ること数十回に及んだが聞入れられず，_以後，9年間に願い出ること数十回に及んだが聞入れられず，_以後，9年間に願い出ること数十回に及んだが聞入れられず，_以後，9年間に願い出ること数十回に及んだが聞入れられず，

市中諸法度・1648＝23歳：*ついに強訴をした。その罪を問われて代表一同が投獄され，*ついに強訴をした。その罪を問われて代表一同が投獄され，*ついに強訴をした。その罪を問われて代表一同が投獄され，*ついに強訴をした。その罪を問われて代表一同が投獄され，*ついに強訴をした。その罪を問われて代表一同が投獄され，*ついに強訴をした。その罪を問われて代表一同が投獄され，
_役人のおどしとすかしに屈して，同志が次々に訴願を取消して出獄するなか，唯一人最後まで節操をまげ_役人のおどしとすかしに屈して，同志が次々に訴願を取消して出獄するなか，唯一人最後まで節操をまげ_役人のおどしとすかしに屈して，同志が次々に訴願を取消して出獄するなか，唯一人最後まで節操をまげ_役人のおどしとすかしに屈して，同志が次々に訴願を取消して出獄するなか，唯一人最後まで節操をまげ_役人のおどしとすかしに屈して，同志が次々に訴願を取消して出獄するなか，唯一人最後まで節操をまげ_役人のおどしとすかしに屈して，同志が次々に訴願を取消して出獄するなか，唯一人最後まで節操をまげ
ず，5年間の獄中生活に耐えぬくが，ず，5年間の獄中生活に耐えぬくが，ず，5年間の獄中生活に耐えぬくが，ず，5年間の獄中生活に耐えぬくが，ず，5年間の獄中生活に耐えぬくが，ず，5年間の獄中生活に耐えぬくが，

徳川家光没・徳川家光没・徳川家光没・徳川家光没・徳川家光没・徳川家光没・1651＝26歳：
承応事件・・承応事件・・承応事件・・承応事件・・承応事件・・承応事件・・1652＝27歳：＝27歳：＝27歳：＝27歳：＝27歳：＝27歳：*ついに磔刑にされた。*ついに磔刑にされた。*ついに磔刑にされた。*ついに磔刑にされた。*ついに磔刑にされた。*ついに磔刑にされた。

1891有志によって処刑地日笠の里に記念碑が建てられた。

｢人づくり風土記(福井)｣，


